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1年間ありがとうございました 

校 長  山下 拓  

日本では、旧暦 3 月を「弥生（やよい）」といいます。由来は、冬が終わって草木が芽吹きいよ  

いよ生い茂る月という意味の「木草弥
・

や生
・

ひ月（きくさいやおひづき）」が詰まって「やよい」と  

なったという説が有力だそうです。様々な草木とともに、春の代名詞の桜が咲き誇る季節となって 

まいりました。本校でも、校庭の木々や草花が色とりどりの花を咲かせ始めており、春の訪れが早い

ように感じます。 

19 日に行いました卒業証書授与式では、卒業生の小学校生活６年間の感謝、そして、進学を控え

希望に溢れる思いが伝わるとてもよいものとなりました。卒業生の皆さんには、小学校生活で学んだ

ことを生かし、学習や生活、部活といろいろな活動に活躍することを期待しています。また、それ 

ぞれの夢に向かってしっかりと力を蓄え、将来に実現していけることを期待します。 

さて、夢について触れましたが、人は夢の実現に向かう中で、当然失敗もあり、常に困難や試練が

付きまといます。夢がかなう・かなわないも大切ですが、このプロセスが一番大切で、それこそが 

人生を充実させ、同時に人を成長させるものと考えます。オリンピックの陸上競技に出場した為末大

さんは次のように述べていました。「成功者の言葉しか世の中には残らないから『やればできる』が

格言になる。しかし、夢はかなわないかもしれない。また、かなえるための努力は無駄に終わるかも

しれない。でも、何かに向かっていたその日々を君は確かに輝いて生きていたのではないか。それを

報酬だと思わないか。」子どもたちには、それぞれの夢に向かって努力をしたり、いろいろなことに

挑戦したりして、そのプロセスを通じ人として成長することで、夢がかなう・かなわないに限らず、

豊かな人生を送り、幸せになっていってほしいと思います。 

最後になりましたが、保護者や地域の皆様には、この１年間、本校の教育活動に多大なるご理解と

ご協力をいただき、感謝申し上げます。おかげさまで今年度の教育課程を終え、1年間で子どもたち

が大きく成長することができました。次年度も、これまで同様、よろしくお願いいたします。 
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● 新年度のクラス発表及び登校について 

  新学年のクラス発表は、全学年（新入生を除く）とも４月５日（金）の始業式の日に行います。   

新しい学級の名簿を昇降口に掲示します。子どもたちは、新しい学年の靴箱を利用し、新しい教室に

入ります。３月中にも昇降口の場所を確認しておきますが、各学年の昇降口から入るようご家庭でも

お話しください。 

● 転出が決まったときのお願い 

３月２６日（火）から４月４日（木）までは学年末・学年始め休業です。この間に転出が決まった

場合は、至急連絡をください。土曜日・日曜日に決まった場合は、月曜日に連絡をお願いいたします。 

● 給食費の口座引き落としについて 

本年度の学校給食費口座振替日第９期が３月２５日（月）となります。振替ができなかった場合は、

４月１５日（月）に再振替を行います。残高不足にならないよう、事前の確認をどうぞよろしく   

お願いいたします。 

 

 

 

 

    

【 ４月 】  【 ５月 】  

５日（金） 特別日課  着任式  前期始業式 １日（水） 特別日課  地域訪問 

８日（月） 特別日課  入学式前日準備 ２日（木） 特別日課  地域訪問 

９日（火） 特別日課  入学式 ３日（金） 憲法記念日 

１０日（水） ２～６年 給食開始 ４日（土） みどりの日 

 ６年 脊柱側弯症３D スコリオ検診 ５日（日） こどもの日 

１５日（月） ５・６年 委員会活動 ６日（月） 振替休日 

 １年 給食開始 ７日（火） 特別日課 

１６日（火） 特別日課 １３日（月） ５・６年 委員会活動 

１７日（水） 避難訓練 １７日（金） 特別日課  ６年 運動会係打合せ 

１８日（木） ６年 全国学力・学習状況調査 ２１日（火） 特別日課 

１９日（金） 特別日課  懇談会 ２４日（金） 特別日課  ６年 運動会前日準備 

２４日（水） ５年移動教室 （～２６日（金）） ２５日（土） 運動会 

２９日（月） 昭和の日 ２６日（日） 運動会予備日 

３０日（火） 特別日課  地域訪問 ２７日（月） 振替休業 

  ２９日（水） ｾｰﾌﾃｨｳｫｯﾁｬｰ紹介の会 

    

４・５月の行事予定 

お知らせとお願い 

【校庭の自由解放について】 

 千葉市市民局生活文化スポーツ部スポーツ振興課の学校体育施設開放事業として、毎月、  

第１・第２・第３日曜日の午前９時から正午まで、桜木小学校の校庭を自由開放しています。  

利用される場合は、けが等に十分に気を付けて遊ぶように声かけをお願いします。 


